
（２）基本目標の実現に向けた取り組み 

ア、取組方針と取組内容  左図各目標のとおり（図示化） 

イ、実施体制 

 取組内容の実施体制は、部会制とします。 
 現在の部会制は、平成２７年４月から執行しているもので、その設立は連合自治会等が実
施している事業を地域づくり協議会が、一元的に効率的に実施することをねらいとしたもの
です。（中略） 
 今後、取組内容の事業を実施していくためには、部会制の充実が必要です。また、南郷里連
合自治会と地域づくり協議会の二つの団体があり、相互の関係がわかりにくく、効率が悪い
のではとの意見があります。このことから現在の３部会制を次の５部会制にすること、また、
事業によっては実行委員会等の委員会を設置することを検討し、実施をめざすこととします。 
 ・（仮）自治振興部会 ・文化・スポーツ部会 ・（仮）社会福祉部会 
 ・（仮）くらし安全部会 ・（仮）広報部会 
 なお、８つの基本目標を主に所管する部会は左図の通りです。 
 また、現在の役員会のあり方を見直すとともに各部会の横の連携を図るため、地域づくり
協議会に運営委員会を設置することを検討し、実施をめざすこととします。 

(１)計画策定の経緯（略） 第４章 おわりに 

(２)今後の展開 
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これからのまちづ
くり活動には、地域
住民の全員の参画と
協働が必要です。私
たちの地域は、私た
ちが地域を守り、育
てる自治精神で私た
ちは主体性と自主性
を持って当たらねば
なりません。また、今
後の少子高齢化、人
口減少等の社会情勢
を深く認識し、対応
すべく既述の５年間
の実施事業以外でも
必要に応じて事業を
実施していかなけれ
ばなりません。 

住民アンケート結果報告
書（概要版）は、令和元年
1２月に自治会回覧して
います 


